
住吉福祉文化会館住吉福祉文化会館（住吉神社内）（住吉神社内）

■開設期間
・２月 17日（月）～３月 16日（月）の平日
・２月 24日（月・振）、３月 1日（日）

■開設時間　午前９時～午後５時（受付終了時刻　午後４時）
※会場の混雑状況により早めに受付を終了する場合あり

■注意事項
・確定申告会場では、パソコンやご自身のスマートフォン
などを利用して申告書の作成を行っていただきます。
・開設期間中は、半田税務署内では確定申告書の作成指導
は行っていません。
・駐車場の混雑が予想されますので、公共交通機関を利用
してください。
・作成済みの確定申告書は、郵送または半田税務署１階の
受付窓口に提出してください。
・住吉福祉文化会館への問い合わせはご遠慮ください。

■問い合わせ　半田税務署　 0569-21-3141

駐車場

受付会場

東浦役場前

半田
警察署 半田税務署

宮
池

住
吉
町
駅

名
鉄
河
和
線

名
鉄
河
和
線

出口町

住吉町駅西

宮路町

住吉福祉文化会館

247

南庁舎

本庁舎

名鉄河和線「住吉町」駅下車　徒歩約５分

受付は
出張申告相談会場（原則、還付申告）出張申告相談会場（原則、還付申告）
２月３日（月）～13日（木）の平日２月３日（月）～13日（木）の平日

※10日を除く※10日を除く
住吉福祉文化会館・役場申告相談会場住吉福祉文化会館・役場申告相談会場
２月17日（月）～３月16日（月）の平日２月17日（月）～３月16日（月）の平日

令和元年分令和元年分所得税・町県民税の所得税・町県民税の
申告相談が始まります申告相談が始まります

申告は申告は申告は申告は

ま で に
月

3 16

■
対
象

　
令
和
元
年
中
に
所
得
が
あ
っ

た
方
で
、

・
所
得
税
が
課
税
に
な
る
方
、

還
付
に
な
る
方

　
所
得
税
の
申
告
が
必
要

・
所
得
税
が

　
課
税
に
な
ら
な
い
方

　
町
県
民
税
の
申
告
が
必
要

■
申
告
書
の
作
成

　
所
得
税
の
確
定
申
告
は
自
主
計

算
、自
主
申
告
が
原
則
で
す
。
自

分
で
作
成
し
、分
か
ら
な
い
こ
と

が
あ
っ
た
ら
、申
告
相
談
会
場
に

お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

■
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
る

・
国
税
庁

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

・
町

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

■
確
定
申
告
に
関
す
る

　
問
い
合
わ
せ

　
半
田
税
務
署

０
５
６
９（
２
１
）３
１
４
１

※
自
動
音
声
の
案
内
に
従
い
、

番
号
を
押
し
て
く
だ
さ
い
。

〒
４
７
５-

８
６
８
６

　
半
田
市
宮
路
町
50-

５

■
町
県
民
税
申
告
に
関
す
る

　
問
い
合
わ
せ

　
役
場　
税
務
課　
住
民
税
係

（
８
３
）３
１
１
１

　
内
線
１
１
３

〒
４
７
０-

２
１
９
２

　
（
住
所
不
要
）税
務
課

確
定
申
告

確
定
申
告

相
談
会
場
の
開
設

相
談
会
場
の
開
設

　
確
定
申
告
書
を
作
成
す
る
う

え
で
の
疑
問
や
確
認
し
た
い
こ

と
が
あ
る
場
合
は
、次
の
各
相
談

会
場
で
申
告
相
談
を
行
っ
て
い

ま
す
の
で
、利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

住
吉
福
祉
文
化
会
館

　
（
住
吉
神
社
内
）

役
場
申
告
相
談
会
場

出
張
申
告
相
談
会
場

　
（
生
路・藤
江・卯
ノ
里・森
岡

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
）

げ
ん
き
の
郷
あ
す
な
ろ
舎

東
海
市
立
商
工
セ
ン
タ
ー

会
場
へ
は
、
で
き
る
限
り
申
告

さ
れ
る
本
人
が
お
出
か
け
く
だ

さ
い
。
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、

相
談
さ
れ
る
内
容
が
分
か
る
家

族
の
方
で
も
結
構
で
す
。
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申告は申告は申告は申告は

ま で に
月

3 16

■開設期間
　２月 17日（月）～３月 16日（月）の平日
■開設時間
　午前８時45分～午後４時
　（開場　午前８時30分）
■開設場所　役場　西会議室棟　１階会議室
■対　象
　給与・年金所得のみの方などの還付申告を中
心に行います。

■注意事項
　開設期間中は、税務課窓口では申告相談を受け付
けません。また、開設期間を過ぎると、所得税の確定
申告は、役場での相談・受付はできませんので、町県
民税の相談以外は半田税務署にお出かけください。

役場申告相談会場役場申告相談会場

次に該当する方は、 役場申告相談会場、 出張申告
相談会場では申告の相談ができません。 住吉福祉
文化会館（住吉神社内）にお出かけください。
・住宅ローン控除の１年目の申告をする方
・営業所得、譲渡所得がある方
・青色申告をする方
・消費税、贈与税の申告をする方
・分離所得がある方
・住宅特定改修特別税額控除がある方
・認定長期優良住宅新築等特別税額控除がある方
・住宅耐震改修特別控除がある方
・農業所得および、不動産所得で収支内訳書が未作成の方

　  役場で受け付けられない申告

待ち時間
平均30分程度

例年非常に混み合いますので、 出張申告相談会場、
または げんきの郷あすなろ舎をご利用ください。

大田川

太
田
川
駅

名
鉄
常
滑
線

247

大池公園

寺下 木庭橋北

東海
市役所

東海市立
商工センター

東海市立商工センター１階東海市立商工センター１階

税理士による無料税務相談会場税理士による無料税務相談会場

■開設時間　午前９時 30分～正午、午後１時～４時
　※会場の混雑状況により早めに受付を終了する場合があります。
■注意事項
・譲渡所得、山林所得、贈与税の申告は相談対象となりません。
・消費税の申告、所得・帳簿などの状況により住吉福祉文化会館の申告会
場に案内することがあります。

　※詳細は半田税務署に問い合わせてください。
■問い合わせ　半田税務署　 0569-21-3141

■開設期間・開設場所・相談内容

ところ 相談内容
２月

18 19 20 21 25 26
火 水 木 金 火 水

げんきの郷あすなろ舎 申告相談 ○ ○ ○
東海市立商工センター 申告相談 ○ ○ ○ ○ ○ ○

ふれあい広場

正門

いこいの広場

はなまる市

あぐりカレッジ

あすなろ舎

至大府

尾
張
森
岡
駅

森岡小

あいち
健康の森

げんきの郷

50

武
豊
線

JR

げんきの郷あすなろ舎げんきの郷あすなろ舎

出張申告相談会場 出張申告相談会場 各地区コミュニティセンター各地区コミュニティセンター

開設期間 開設場所

２月３日（月） 生路コミュニティセンター
２月４日（火）、５日（水）藤江コミュニティセンター
２月６日（木）、７日（金）卯ノ里コミュニティセンター
２月12日（水）、13日（木）森岡コミュニティセンター

■開設時間　午前９時～午後３時
■対　象
　給与・年金所得のみの方などの還付申告を中心に
行います。

■開設期間・開設場所

　森岡・卯ノ里・藤江コミュニティセンターの２日目は、
比較的空いていますので、ぜひご利用ください。
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申
告
が
必
要
な
方

申
告
が
必
要
な
方

■
所
得
税
の

　
申
告
が
必
要
な
方

❶
営
業
所
得
、
農
業
所
得
、
不
動
産
所

得
、
雑
所
得（
年
金
な
ど
）、
一
時
所

得（
満
期
保
険
金
な
ど
）、
配
当
所
得
、

譲
渡
所
得
な
ど
が
あ
る
方
で
、
令
和

元
年
中
の
所
得
金
額
の
合
計
額
が
所

得
控
除
（
基
礎
控
除
、
扶
養
控
除
、

社
会
保
険
料
控
除
な
ど
）
の
合
計
額

よ
り
多
い
方

❷
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
の
金
額

か
ら
所
得
控
除
を
差
し
引
く
と
残
高

が
あ
る
方
（
た
だ
し
、
公
的
年
金
等

の
収
入
金
額
が
４
０
０
万
円
以
下
で

あ
り
、
か
つ
公
的
年
金
等
に
係
る
雑

所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
20
万
円
以

下
で
あ
る
場
合
は
、
所
得
税
の
確
定

申
告
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

次
の
町
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。）

❸
給
与
収
入
が
２
千
万
円
を
超
え
る
方

❹
給
与
を
１
箇
所
か
ら
受
け
て
い
る
方

で
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所

得
金
額
の
合
計
額
が
20
万
円
を
超
え

る
方

❺
給
与
を
２
箇
所
以
上
か
ら
受
け
て
い

る
方
で
、
年
末
調
整
さ
れ
た
主
た
る

給
与
以
外
の
給
与
の
収
入
金
額
と
給

帯
の
世
帯
主

・
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
で
18
歳
以

上
の
方（
高
校
生
を
除
く
）

・
国
民
年
金
保
険
料
の
支
払
猶
予
、
免

除
を
受
け
よ
う
と
す
る
方

・
後
期
高
齢
医
療
保
険
の
加
入
者
が
い

る
世
帯
の
18
歳
以
上
の
方
（
高
校
生

を
除
く
）

・
保
育
料
の
支
払
い
が
あ
る
方
（
保
育

料
が
無
料
の
方
を
含
む
）

・
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
よ
う
と
す

る
方

申
告
相
談
に
必
要
な
も
の

申
告
相
談
に
必
要
な
も
の

　
申
告
書
類
が
不
足
し
て
い
る
と
申
告

で
き
ま
せ
ん
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は「
確
定
申
告
の
手
引
き
」な
ど

で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
告
者
持
ち
物

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
と
運
転

免
許
証
（
運
転
免
許
証
が
な
け
れ
ば

保
険
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
）

※
①
か
②
の
ど
ち
ら
か
を
持
参
も
し
く

は
写
し
を
添
付

与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
各
種
所

得
の
金
額
と
の
合
計
額
が
20
万
円
を

超
え
る
方

❻
中
途
退
職
を
し
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、

年
末
調
整
を
受
け
て
い
な
い
給
与
所

得
や
控
除
が
あ
る
方

※
注
意
事
項

　
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
方
は
、
次

の
こ
と
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

・
所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
な
く
、

還
付
の
た
め
に
申
告
を
す
る
方
で
も
、

す
べ
て
の
所
得
お
よ
び
適
用
と
な
る

所
得
控
除
（
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
の

申
請
を
し
た
ふ
る
さ
と
納
税
な
ど
）

を
含
め
て
申
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
（
申
告
し
な
い
こ
と
を
選
択
で
き

る
所
得
を
除
く
）。

・
源
泉
徴
収
さ
れ
て
い
る
上
場
株
式
の

配
当
所
得
な
ど
、
申
告
不
要
な
所
得

を
還
付
の
た
め
に
申
告
す
る
と
、
申

告
し
な
い
こ
と
を
選
択
し
た
と
き
よ

り
所
得
金
額
が
増
え
ま
す
。
被
扶
養

者
の
所
得
金
額
が
増
え
る
こ
と
に
よ

り
、
扶
養
者
の
所
得
税
、
被
扶
養
者

本
人
や
扶
養
者
の
町
県
民
税
、
国
民

健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
、
介
護
保
険
料
な
ど
に
影
響
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
町
県
民
税
の

　
申
告
が
必
要
な
方

　
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
な
い
方
の

う
ち
、
令
和
２
年
１
月
１
日
現
在
町
内

に
在
住
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
方

※
町
県
民
税
の
申
告
が
必
要
と
思
わ
れ

る
方
に
は
、
１
月
下
旬
に
役
場
か
ら

町
県
民
税
の
申
告
書
を
送
付
し
ま
す
。

ま
た
、
申
告
書
が
届
か
な
い
方
で

あ
っ
て
も
、
申
告
が
必
要
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

❶
年
金
所
得
者
で
、
社
会
保
険
料
控
除
、

生
命
保
険
料
控
除
、
医
療
費
控
除
な

ど
の
申
告
を
す
る
方

❷
給
与
所
得
者
で
、
給
与
以
外
の
所
得

金
額
の
合
計
額
が
20
万
円
以
下
の
方

❸
営
業
所
得
、
農
業
所
得
、
不
動
産
所

得
、
一
時
所
得（
満
期
保
険
金
な
ど
）、

配
当
所
得
な
ど
が
あ
る
方
で
、
令
和

元
年
中
の
所
得
金
額
の
合
計
額
が
所

得
控
除
（
基
礎
控
除
、
扶
養
控
除
な

ど
）の
合
計
額
以
下
の
方

❹
昨
年
中
に
収
入
が
全
く
な
い
方
、
あ

る
い
は
非
課
税
所
得
（
失
業
給
付
、

遺
族
年
金
、
障
害
年
金
な
ど
）
の
み

で
あ
り
、
か
つ
家
族
の
扶
養
に
な
っ

て
い
な
い
方
の
う
ち
、
次
に
該
当
す

る
方

・
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
が
い
る
世
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申告は申告は申告は申告は

ま で に
月

3 16

■
申
告
者
の
代
理
人

　
持
ち
物（
配
偶
者
、
親
族
）

①
申
告
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

写
し

②
申
告
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー

ド
と
運
転
免
許
証
の
写
し
（
運
転
免

許
証
が
な
け
れ
ば
保
険
証
、
パ
ス

ポ
ー
ト
な
ど
）

※
①
か
②
の
ど
ち
ら
か
を
持
参

※
被
扶
養
者
が
い
る
場
合
、
被
扶
養
者

の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
も
必
要
で

す
。
被
扶
養
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が

分
か
る
も
の
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

■
共
通
の
持
ち
物
（
次
の
書
類
以
外
に

も
申
告
内
容
に
よ
っ
て
必
要
な
書
類

が
あ
り
ま
す
。）

・
認
印
（
朱
肉
を
使
わ
な
い
も
の
は
不

可
）

・
給
与
、
公
的
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収

票
の
原
本

・
申
告
者
本
人
名
義
の
預
貯
金
口
座
番

号
が
分
か
る
も
の

・
事
業
所
得
、
農
業
所
得
、
不
動
産
所

得
が
あ
る
方
は
、
作
成
済
み
の
青
色

申
告
決
算
書
ま
た
は
収
支
内
訳
書

・
給
与
、
公
的
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ

た
分
の
ほ
か
に
社
会
保
険
料
控
除
を

受
け
る
方
は
、
各
種
社
会
保
険
料
控

除
証
明
書
ま
た
は
各
領
収
書

月
中
旬
に
役
場
税
務
課
⑥
番
の
窓
口

横
に
用
意

・
近
年
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ（
情
報
・
通
信
技
術
）

を
利
用
し
た
申
告
件
数
が
増
加
し
て

お
り
、
税
務
署
か
ら
送
付
し
た
申
告

書
用
紙
が
利
用
さ
れ
る
割
合
は
年
々

低
下
し
て
い
ま
す
。

確
定
申
告
書
の
作
成
は

確
定
申
告
書
の
作
成
は

「
確
定
申
告
書
等

「
確
定
申
告
書
等

作
成
コ
ー
ナ
ー
」が
便
利
！

作
成
コ
ー
ナ
ー
」が
便
利
！

①「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」へ

ア
ク
セ
ス

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
確
定
申

告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」で
、
所
得
税

や
消
費
税
の
申
告
書
、
青
色
申
告
決

算
書
・
収
支
内
訳
書
な
ど
を
作
成
で

き
ま
す
。

②
申
告
書
を
作
成

　
画
面
の
案
内
に
従
っ
て
金
額
な
ど
を

入
力
す
る
だ
け
で
申
告
書
が
作
成
で
き
、

自
動
計
算
な
の
で
計
算
誤
り
が
あ
り
ま

せ
ん
！

③
申
告
書
を
提
出

　
申
告
書
の
提
出
はe -Tax

（
デ
ー
タ

送
信
）ま
た
は
郵
送
な
ど
で
！

・e -Tax

で
送
信

　

e-Tax

で
送
信
す
る
た
め
に
は
、
事

前
に
準
備
が
必
要
で
す
。

・
印
刷
し
て
提
出

　
郵
送
な
ど
で
税
務
署
に
提
出
し
ま
す
。

持
参
の
場
合
、
受
付
時
間
外
は
時
間
外

収
受
箱
へ
投
函
可
能

※
プ
リ
ン
タ
ー
を
お
持
ち
で
な
く
て
も
、

コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
プ
リ
ン
ト
サ
ー
ビ

ス（
有
料
）を
利
用
す
れ
ば
印
刷
で
き

ま
す
。

※
役
場
申
告
会
場
の
「
税
務
署
行
き

Ｂ
Ｏ
Ｘ
」
に
提
出
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。

・
生
命
保
険
料
控
除
、
地
震
保
険
料
控

除
を
受
け
る
方
は
、
生
命
保
険
料
控

除
証
明
書
（
一
般
・
個
人
年
金
・
介

護
）、
地
震
保
険
料
控
除
証
明
書

・
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
、「
医

療
費
控
除
の
明
細
書
（
所
定
の
記
入

用
紙
）」

・
医
療
費
控
除
の
特
例
を
受
け
る
方
は
、

「
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制

の
明
細
書
（
所
定
の
記
入
用
紙
）」
と

一
定
の
取
り
組
み
の
証
明
書

・
障
害
者
控
除
を
受
け
る
方
は
、
障
害

者
手
帳
や
ふ
く
し
課
の
証
明
書
な
ど

・「
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
」は
が
き
ま

た
は
封
書（
届
い
た
方
の
み
）

手
書
き
に
よ
り
申
告
書
を

手
書
き
に
よ
り
申
告
書
を

作
成
さ
れ
る
方
へ
の
ご
案
内

作
成
さ
れ
る
方
へ
の
ご
案
内

・
手
書
き
で
作
成
す
る
場
合
、
申
告
書

や
手
引
き
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
や
プ
リ
ン

タ
ー
の
な
い
方
な
ど
で
、
確
定
申

告
書
な
ど
の
用
紙
が
必
要
な
方
は
、

半
田
税
務
署
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

※
確
定
申
告
書
な
ど
の
用
紙
は
、
半
田

税
務
署
ま
た
は
申
告
会
場
お
よ
び
指

導
会
場
で
各
開
設
日
の
み
配
付
。
１

※令和元年分の所得税
の確定申告書の作成
は１月以降可能

国税庁ホームページの
様式ダウンロードペー
ジはこちらから
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までに
月
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●
と
き

　

２
月
12
日（
水
）～
14
日（
金
）

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

　
（
受
付
終
了　
午
後
４
時
）

※
会
場
の
混
雑
状
況
に
よ
り
早

め
に
受
付
終
了
す
る
場
合
あ

り
●
と
こ
ろ
　

　
住
吉
福
祉
文
化
会
館

　
（
住
吉
神
社
内
）

●
注
意
事
項

①
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
は
、

一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
方
に

の
み
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
の
で
、
説
明
会
に
お
越
し
に

な
る
前
に
、
適
用
要
件
な
ど
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

②
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受

け
る
た
め
に
必
要
な
書
類
を
ご

持
参
い
た
だ
け
れ
ば
、
確
定
申

告
書
の
作
成
お
よ
び
提
出
が
可

能
で
す
。

③
①
の「
適
用
要
件
」お
よ
び
②
の

「
必
要
な
書
類
」
に
つ
い
て
は
、

固
定
資
産
税
の
家
屋
調
査
時
に

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
「
住
宅
ロ
ー
ン

で
マ
イ
ホ
ー
ム
を
新
築
・
購
入

さ
れ
た
方
へ
」
を
受
け
取
ら
れ

た
方
に
つ
い
て
は
、
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
を
、
そ
れ
以
外
の
方
は

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
よ
り
「
令
和
元
年

分（
特
定
増
改
築
等
）住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
を
受
け
ら
れ
る

方
へ
」
に
掲
載
し
て
い
る
各
種

チ
ェ
ッ
ク
表
に
よ
り
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

※
令
和
元
年
分
の
各
種
チ
ェ
ッ
ク

表
は
１
月
以
降
掲
載
予
定

④
お
電
話
で
の
お
問
合
せ
は
半
田

税
務
署
へ
電
話
し
、
自
動
音
声

案
内
に
よ
り
、
住
宅
借
入
金
等

特
別
控
除
の
適
用
や
必
要
書
類

の
お
問
い
合
わ
せ
は
「
０
」
を
、

会
場
に
つ
い
て
の
お
問
合
せ
は

「
２
」を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

⑤
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定

申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で

は
画
面
の
案
内
に
従
っ
て
確
定

申
告
書
が
作
成
で
き
ま
す
。
ご

自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
ま
た
は
ス
マ

ホ
で
も
作
成
で
き
ま
す
。

⑥
作
成
済
み
の
申
告
書
は
、
郵

送
ま
た
は
税
務
署
１
階
の
受

付
窓
口
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

⑦
駐
車
場
の
混
雑
が
予
想
さ
れ

ま
す
の
で
、
な
る
べ
く
公
共

交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

⑧
住
吉
福
祉
文
化
会
館
へ
の
問
い

合
わ
せ
は
、
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

　
お
お
む
ね
６
か
月
以
上
寝
た
き

り
状
態
で
、
医
師
に
よ
り
お
む
つ

の
使
用
が
必
要
と
認
め
ら
れ
た
方

の
お
む
つ
購
入
費
は
医
療
費
控
除

の
対
象
と
な
り
、
手
続
き
に
は
医

師
が
発
行
す
る
「
お
む
つ
使
用
証

明
書
」が
必
要
で
す
。

　

介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を

受
け
て
お
り
、
次
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
方
は
、
医
師
の
発

行
す
る
「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」

に
代
わ
る
証
明
書
を
発
行
し
ま

す
の
で
、
ふ
く
し
課
へ
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。
費
用
は
無
料
で
す
。

①
お
む
つ
代
に
係
る
医
療
費
控
除

を
受
け
る
の
が
２
年
目
以
降
で

あ
る
方

②
要
介
護
認
定
の
た
め
に
提
出
さ

れ
た
主
治
医
意
見
書
の
「
障
害

高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度

（
寝
た
き
り
度
）」
が
Ｂ
１
、
Ｂ

２
、
Ｃ
１
、
Ｃ
２
の
い
ず
れ
か

で
あ
り
、「
尿
失
禁
の
発
生
可

能
性
」の
記
載
が「
あ
り
」の
方

●
問
い
合
わ
せ

　
ふ
く
し
課　
内
線
１
２
７

「住宅借入金等特別控除」
申告説明会
　問い合わせ
　半田税務署　 0569-21-3141

おむつに係る医療費控除

※掲載ＱＲコード
のリンク先は予
告無く変更また
は削除する場合
あり　
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